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一緒に情報発信のデジタル化に
ついて考えていきましょう！

１．はじめに
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全体 18～29歳 30代 40代 50代 60代 70歳以上

インターネット利用状況（福岡市調査）

出典：令和６年度市政アンケート調査

２．デジタル化の現状

出典：令和５年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書（総務省）
※70代の調査については試行的に実施されたものであり、全年代（N＝1,500）には含まれていない。
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全体 6～12歳 13～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上

インターネット利用状況（総務省調査）

出典：令和5年通信利用動向調査（総務省）
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主なソーシャルメディア系サービス/アプリ等の利用率（全年代・年代別）



３．ツールと活用事例の紹介

まずは、紹介ツールの比較早見表をご紹介します！

※ここで紹介する情報は令和６年11月末時点での情報です。
最新の情報は必ずご自身でご確認ください。

こんなツールを紹介します！

LINE公式アカウント メッセージ配信のほか、クーポン機能など様々な機能が用意されている。

LINEオープンチャット 匿名で参加できるLINEグループ。双方向のやりとりができる。

Instagram(インスタグラム) 写真や画像を使った視覚的な情報発信ができる。

ブログ・ホームページ たくさんの情報が掲載できる。過去の情報も保存ができる。

電子回覧板アプリ 自治会・町内会活動に特化した機能が用意されている。
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各ツールの費用やアプリダウンロードの要否はどうなっているんだろう？

プッシュ型とは？

情報が必要な人に
直接届ける

情報が必要な人が
自分で取りに来る

プル型とは？

※無料になっているツールも、別途通信料はかかります。
※LINEオープンチャットの参加人数は申請により、最大10,000人まで可能です。
※インスタグラムの閲覧にはアカウントの作成が必要です。
※ブログ・ホームページ、電子回覧板の内容は作成サービスやアプリによって異なります。

（１）ツール比較早見表（基本事項編）



次ページから詳細をご紹介！

（★２）LINE公式アカウント料金体系について（★１）LINEグループとの違いについて

◆１：友だちへのメッセージ配信等ができる。
◆２：メンバーの投稿の削除・退出ができる。
◆１、２どちらも管理者を複数設定できる。
◆３：トーク画面に広告が出る。

３．ツールと活用事例の紹介
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自分たちの目的に合ったツールはどれだろう？

※◎、○、△はあくまでも目安です。
それぞれの組織の目的に合ったもの、使いやすいものを選びましょう。

（２）ツール比較早見表（活用方法編）



３ー(３)ツール紹介

① LINE公式アカウント

●どんな機能があるの？

リッチメニューを活用したい！

日本国内で月間9,700万人（2024年9月時点、LINEヤフー社調べ）が利用するLINE上で
「友だち追加してくれた」ユーザーに直接情報を届けることができます。

事例紹介①インタビューは10ページ！
ちょこっとお役立ち情報 ①
～リッチメニューを活用したい～

３ー(３)ツール紹介

●町内会でどうやって使えばいい？

回覧板

参加促進

情報発信

その他









•
•

•

•

•

•

•
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リッチメニューを活用したい！

●町内会でどうやって使えばいい？

●どんな機能があるの？









LINEオープンチャット② LINEオープンチャット

連絡先の交換が不要で、普段のLINEと分けて使うことができます。
LINE上で友だちになっていなくても参加することができます。
承認制や参加コードを設定することで、参加者を制限することもできます。

回覧板

参加者募集

情報発信

その他

•
•

•

•

•

•

•

事例紹介②インタビューは11ページ！
ちょこっとお役立ち情報 ②
～イベント機能を活用したい～

３ー(３)ツール紹介
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リッチメニューを活用したい！

●どんな機能があるの？









事例紹介③インタビューは12ページ！

③ Instagram（インスタグラム）

写真や動画など視覚で楽しめるコンテンツがメインのSNSです。
若年層を中心に幅広い世代に利用されています。
承認した利用者にのみ公開することもできます。

●町内会でどうやって使えばいい？

情報共有 その他

•

地域活動の情報発信

•

•

•

•

•

ちょこっとお役立ち情報 ③
～♯（ハッシュタグ）を活用したい～

３ー(３)ツール紹介
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インターネット上の掲示板の役割を持ちます。
ブログでは、時系列で気軽に記録を残すことができます。
ホームページでは階層別に多くの情報を載せることができます。

●町内会でどうやって使えばいい？

掲示板

④ブログ・ホームページ

●どんなサービスで作れるの？

有料で使えるものなど、サービスは多種多様ですが、ここでは広告が出てこない、無料で使えるという
観点から２点ご紹介します。目的に合うものを選んでご使用下さい。









ホームページブログ

•

•

情報発信

•

•

その他

•

事例紹介④インタビューは13~15ページ！ ちょこっとお役立ち情報 ④
～Googleフォームを活用したい～

３ー(３)ツール紹介
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リッチメニューを活用したい！

自治会・町内会活動に特化した機能が用意されています。
回覧板以外にもアプリによって様々な機能が備えられています。

⑤電子回覧板アプリ

●どんなアプリがあるの？

一例として、他都市や、福岡市の自治会・町内会で導入実績のあるアプリをご紹介します。















有料

●どんな機能があるの？

事例紹介⑤インタビューは16ページ！
ここでは、③デジタル回覧板の導入事例を紹介します

無料











ちょこっとお役立ち情報 ⑤
～電子回覧板アプリの詳細はこちらから～

３ー(３)ツール紹介

有料
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c
c

必要な人にリアルタイムで情報が届く！

導入団体：⾧丘3丁目1区自治会 (南区)
（自治会加入世帯数：約450世帯※１ ）

①LINE公式アカウント

Q

Q

Q

Q

３ー(４)活用事例紹介

〈関連：５ページ〉

●自治会に聞きました！
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Q

３ー(４)活用事例紹介

※１：令和６年11月末時点
※２：通信費を除く
※３：4ページ★２参照



スマホで簡単！自治会の情報をすぐに配信！

導入団体：下月隈団地自治会 (博多区)
（自治会加入世帯数：730世帯※１）

●自治会に聞きました！

Q

Q

Q

Q

Q

３ー(４)活用事例紹介

〈関連：６ページ〉
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② LINEオープンチャット

※１：令和６年12月時点
※２：通信費を除く



有住校区が『分かる！気になる！好きになる！』

導入団体：有住校区自治協議会 (早良区)
（校区世帯数：2,725世帯※１）

●自治協議会（広報部）に聞きました！

Q

Q

Q

Q

３ー(４)活用事例紹介

〈関連：７ページ〉
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③ Instagram（インスタグラム）

※１：令和６年12月末時点
※２：※通信費を除く

Q



2人体制でこまめに更新！

LINE公式アカウント④-１ブログ(Bloggerで作成）

導入団体：香椎下原校区自治協議会 (東区)
（校区世帯数：7,576世帯※１）

●自治協議会に聞きました！

Q

Q

Q

３ー(４)活用事例紹介

〈関連：８ページ〉
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Q

Q

※１：令和６年３月末時点
※２：令和６年10月末時点
※３：通信費を除く



Q

更新が途絶えたブログが2年ぶりに再開！

LINE公式アカウント④-２ブログ(Bloggerで作成）

導入団体：笹丘校区自治連合会 (中央区)
（校区世帯数：6,600世帯※１）

●自治連合会に聞きました！

Q

Q

Q

３ー(４)活用事例紹介

〈関連：８ページ〉
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※１：令和６年12月末時点
※２：※通信費を除く

Q



ホームページはそこに住む人の
コミュニケーションを図るための手段のひとつ

④-３ホームページ(Googleサイトで作成）

導入団体：南片江校区自治協議会 (城南区)
（校区世帯数：4,755世帯※１）

●自治協議会に聞きました！

Q

Q

Q
Q

Q

３ー(４)活用事例紹介

〈関連：８ページ〉
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※１：令和６年10月末時点
※２：通信費を除く
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いつでも見られるタイムリーな情報伝達！

導入団体：福重3丁目自治会 (西区)
（自治会加入世帯数：870世帯※１）

●自治会に聞きました！

Q

Q Q

Q Q

３ー(４)活用事例紹介

〈関連：９ページ〉

⑤電子回覧板アプリ

※１：令和６年２月時点
※２：※通信費を除く



運用
ルール

４．導入手順・注意事項

〈導入手順〉
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団体
運営



４ 導入手順・注意事項

〈注意事項〉
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４ 導入手順・注意事項
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５．市の支援メニュー

※予算等には限りがあります。検討段階からでも構いませんので、お早めにご相談ください。
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本手引きでは、以下のツール等について、ご紹介しました。
各サービスの詳しい説明・最新の情報については、各公式サイトをご確認ください。

・LINE：LINEはLINEヤフー株式会社の商標または登録商標です
・X（旧Twitter）：X（旧Twitter）はX Corp. の商標または登録商標です。
・Facebook：Facebookは Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。
・Instagram：Instagramは Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。
・Blogger、Googleサイト、Googleフォーム： Blogger、Googleサイト、Googleフォームは

Google LLCの商標または登録商標です。



問い合わせ先

（令和８年３月改訂）


